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○がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 

平成18年３月６日告示第104号 

改正 

平成27年３月９日告示第18号 

令和元年６月６日告示第６号 

令和２年２月28日告示第15号 

令和３年６月30日告示第98号 

令和６年３月12日告示第67号 

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 

がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年３月６日から施行する。

なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前のがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱（昭

和51年久慈市告示第95号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定により

なされた手続その他の行為とみなす。 

（目的） 

第１ がけ地の崩壊等による危険から市民の生命の保護を図るため、市が社会資本整備総合交付金

交付要綱（平成22年３月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知）の適用を受けて行うが

け地近接等危険住宅移転事業においてがけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれの

ある区域から危険住宅の移転を行う者（住宅金融公庫又は一般の金融機関の親族居住用住宅のた

めの貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下「移転を行う者」とい

う。）の当該移転に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則（平成18年久慈市規則

第53号。以下「規則」という。）及びこの告示により補助金を交付する。 

（補助金の交付の対象及び補助額） 

第２ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。 

経費 補助額 

１ 危険住宅の除却等に要する経費 

移転を行う者が危険住宅の除却等に要する費用（危険住宅の除却に要する費

用については１戸当たり当該年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費

等について」により算出した除却工事費を限度とし、その他除却等に要する費

用（動産移転費等）については１戸当たり97万5,000円を限度とする。） 

当該除却等

に要する費

用に相当す

る額 
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２ 代替住宅の建設に要する費用 

(１) 移転を行う者が危険住宅に代わる住宅の建設又は購入（これに必要な土

地の取得を除く。）をするための金融機関その他の機関からの借入金の利子

に相当する額（年利率が8.5パーセントを超えるときは、8.5パーセントとし

て計算した額。以下同じ。）。ただし、借入金の利子に相当する額が325万円

（特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊

危険区域及び出水による災害危険区域（以下「特殊土壌地帯等」という。）

にあっては、465万円）を超えるときは、１戸当たり325万円（特殊土壌地帯

等にあっては、465万円）とする。 

(２) 移転を行う者が危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の取

得をするための金融機関その他の機関からの借入金の利子に相当する額。た

だし、当該借入金の利子に相当する額が96万円（特殊土壌地帯等にあっては、

206万円）を超えるときは、１戸当たり96万円（特殊土壌地帯等にあっては、

206万円）とする。 

(３) 特殊土壌地帯等において、移転を行う者が危険住宅に代わる住宅の建設

又は購入に必要な土地を造成するための金融機関その他の機関からの借入金

の利子に相当する額。ただし、当該借入金の利子に相当する額が60万8,000

円を超えるときは、１戸当たり60万8,000円とする。 

当該借入金

の利子に相

当する額 

（申請の取下期日） 

第３ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日か

ら起算して15日以内とする。 

（提出書類及び提出期日） 

第４ 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。 

改正文（平成27年３月９日告示第18号抄） 

平成26年度分の補助金から適用する。 

改正文（令和元年６月６日告示第６号抄） 

令和元年６月６日から施行する。 

改正文（令和２年２月28日告示第15号抄） 

令和２年２月28日から施行する。 
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改正文（令和３年６月30日告示第98号抄） 

令和３年７月１日から施行する。 

改正文（令和６年３月12日告示第67号抄） 

令和６年４月１日から施行する。 

別表（第４関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第４条

の規定によ

る書類 

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

交付申請書 

第１号 １部別に定める。 

１ 危険住宅の除却等に要する経費内

訳書 

第２号 １部

２ 代替住宅建設等に要する経費内訳

書 

第３号 １部

３ 建築確認申請書の写し 

４ その他市長が必要と認める書類 

 １部

規則第６条

第１項第１

号の規定に

よる書類 

がけ地近接等危険住宅移転事業変更承

認申請書 

第４号 １部別に定める。 

１ 危険住宅の除却等に要する経費変

更内訳書 

第２号 １部

２ 代替住宅建設等に要する経費変更

内訳書 

３ その他市長が必要と認める書類 

第３号 １部

規則第13条

第１項の規

定による書

類 

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

請求書 

第５号 １部別に定める。 

１ 実績調書 第６号 １部

２ 融資及び支払に関する経費の証明

書 

 １部

３ その他市長が必要と認める書類   

 


